
平
成
二
十
八
年
二
月
十
日
提
出

質

問

第

一

二

五

号

放
送
法
第
四
条
第
一
項
の
政
府
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

大

串

博

志
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放
送
法
第
四
条
第
一
項
の
政
府
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

我
が
国
に
お
い
て
は
、
放
送
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
放
送
事
業
者
は
放
送
番
組
の
編
集
に
当
た
り
政
治

的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
と
は
、
政
治
的
な
問
題
を
取
り
扱
う
放
送
番
組

の
編
集
に
当
た
っ
て
は
、
不
偏
不
党
の
立
場
か
ら
、
特
定
の
政
治
的
見
解
に
偏
る
こ
と
な
く
番
組
全
体
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
従
来
解
釈
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
こ
の
適
合
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
一
つ
の
番

組
で
は
な
く
放
送
事
業
者
の
番
組
全
体
を
見
て
判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
政
府
と
し
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
て
き

た
も
の
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日
の
参
議
院
総
務
委
員
会
に
お
け
る
藤
川
政
人
君
か
ら
の
質
問
の
中
で
、
高
市
総
務
大
臣
が
、
放

送
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
政
府
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
つ
い
て
、
補
充
的
な
説
明

と
し
た
上
で
、
一
つ
の
番
組
の
み
で
も
、

①

選
挙
期
間
中
又
は
そ
れ
に
近
接
す
る
期
間
に
お
い
て
殊
更
に
特
定
の
候
補
者
や
候
補
予
定
者
の
み
を
相
当
の
時
間
に
わ

た
り
取
り
上
げ
る
特
別
番
組
を
放
送
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
選
挙
の
公
平
性
に
明
ら
か
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る

場
合
と
い
っ
た
極
端
な
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
を
確
保
し
て
い
る
と
は
認
め
ら

一



れ
な
い

②

国
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
政
治
課
題
に
つ
い
て
、
放
送
事
業
者
が
一
方
の
政
治
的
見
解
を
取
り
上
げ
ず
、
殊
更
に
他
の

政
治
的
見
解
の
み
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を
支
持
す
る
内
容
を
相
当
の
時
間
に
わ
た
り
繰
り
返
す
番
組
を
放
送
し
た
場
合
の

よ
う
に
、
当
該
放
送
事
業
者
の
番
組
編
集
が
不
偏
不
党
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と

い
っ
た
極
端
な
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
を
確
保
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い

と
の
考
え
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
同
見
解
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
名
で
同
年
十
二
月
四
日
に
出
さ
れ
た
「
放
送
法
遵
守
を
求
め

る
視
聴
者
の
会
」
へ
の
公
開
質
問
状
へ
の
回
答
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
え
て
、
平
成
二
十
八
年
二
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
奥
野
総
一
郎
君
の
質
問
の
中
で
、
高
市
総
務
大
臣

は
、
放
送
法
第
四
条
に
関
し
、
単
な
る
倫
理
規
範
で
は
な
く
法
規
範
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
放
送
法
第
四
条
の
違
反
を
理
由

に
、
放
送
法
第
七
十
四
条
に
よ
る
業
務
停
止
命
令
、
ま
た
は
、
電
波
法
第
七
十
六
条
に
よ
る
運
用
停
止
命
令
を
行
う
可
能
性
を

否
定
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
政
治
的
公
平
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
事
実
に
照
ら
し
て
、
そ
の
時
の
大
臣
が
判

断
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
旨
の
答
弁
を
行
っ
て
い
ま
す
。

一
連
の
政
府
見
解
に
関
し
、
放
送
事
業
者
の
委
縮
効
果
が
非
常
に
大
き
く
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
る
表
現
の
自
由
、
知
る
権
利

二



を
侵
す
恐
れ
も
あ
る
と
し
て
、
非
難
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。

上
記
を
踏
ま
え
、
政
府
に
以
下
の
と
お
り
質
問
い
た
し
ま
す
。

�

一
つ
の
番
組
の
み
で
も
、
①
又
は
②
に
該
当
す
る
場
合
は
、
放
送
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
る

こ
と
」
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
の
か
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

�

�
に
お
い
て
、
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
」
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
放
送
法
違
反
と
な
る
の

か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

�

放
送
法
違
反
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
放
送
法
第
百
七
十
四
条
に
よ
る
業
務
停
止
命
令
又
は
電
波
法
第
七
十
六
条
に
基
づ
く

運
用
停
止
命
令
を
行
う
考
え
は
あ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。

三


